自然に健康な食事ができる環境づくり事業実施要領
１　目的
新潟県では、すべての県民が生き生きと暮らせる「健康立県」の実現を目指し、健康立県プロモーション事業を展開している。
また、国では健康関心度等の程度に関わらず、誰もが健康になれることを目指し、産官学が連携して中食を軸に食環境づくりを推進することとしている。

これらを踏まえ当事業は、健康立県における環境づくりとして位置づけ、県民の健康課題の要因となる食の課題（主食・主菜・副菜がそろわない、野菜不足、食塩過多）の解決に向け、県が登録したスーパーマーケット等と協働して健康に配慮した中食の提供や啓発活動を展開し、県民が自らの健康状態に関心を持ち主体的な行動につなげられることを目指す。
２　実施主体
　　新潟県
３　対象施設
新潟県内において食品を製造、販売する次の施設とする。
（1） スーパーマーケット、コンビニエンスストア、事業者向け配達弁当業
者
（2） 惣菜卸売業者
４　登録要件
（1） けんこうtime推進店
次のアを必須事項とし、加えてイ、ウを選択事項としていずれかに取り組むスーパーマーケット・コンビニエンスストア、事業者向け配達弁当業者を「けんこうtime推進店」（以下「推進店」という。）として登録する。
ア　対象商品の基準を満たした「からだがよろこぶデリ」を販売すること。なお、原則として常時「からだがよろこぶデリ」を取り扱うこととする（同一商品に限らない）。
イ　惣菜販売スペースや広報媒体等において、利用者に適塩で主食・主菜・副菜をそろえた食事をすることの大切さを啓発すること。
ウ　店内放送や新聞折り込みチラシ等により、健康立県プロモーション事業に関する広報を定期的に実施すること。
（２）けんこうtime推進店サポーター
　　次の要件を満たす惣菜卸売業者を「けんこうtime推進店サポーター」（以下「推進店サポーター」という。）として登録する。
・　対象商品の基準を満たす商品を製造し、スーパーマーケット・コンビニエンスストアにその商品及び情報を提供すること。
５　対象商品
（１）対象商品は食品表示基準に基づいた栄養成分表示を行っている一般惣菜＊1及び弁当とし、基準は次のとおりとする。

　
	区分＊2
	基　準*3

	主菜
（100gあたり）
	○エネルギー　　250kcal以下
○食塩相当量　　1.2g以下
○肉・魚・卵・大豆製品等のたんぱく質源となる食品が全体の８割以上

	副菜
（100gあたり）
	○エネルギー　　150kcal以下
○食塩相当量　　1.2g以下
○野菜・きのこ・海藻・いもの割合が全体の８割以上

	主菜＋副菜
（100gあたり）
	○エネルギー　　170kcal以下
○食塩相当量　　1.2g以下
○肉・魚・卵・大豆製品等のたんぱく質源となる食品が全体の３割から
６割程度
○野菜・きのこ・海藻・いもの割合が全体の４割から7割程度

	弁当
（１食あたり）
「①ちゃんと」「②しっかり」を設定
エネルギー、主食、主菜、副菜、食塩相当量、エネルギー産生栄養素（PFC）バランスの基準を設定する
	区分＊2
	食品等
	①ちゃんと
	②しっかり

	
	○エネルギー
	－
	450～650kcal
	650～850kcal

	
	○主食
	ご飯・パン・めん類
	（ご飯の場合）
150～180g（目安）
	（ご飯の場合）
170～220g（目安）

	
	○主菜
	肉・魚・卵・大豆製品
	60～120g（目安）
	90～150g（目安）

	
	○副菜
	野菜・きのこ・海藻・いも
	140g以上
	140g以上

	
	○食塩相当量
	
	3.0g未満
	3.5g未満

	
	○エネルギー産生栄養素（PFC）バランス　
たんぱく質エネルギー比率13～20％　脂肪エネルギー比率20～30％
　炭水化物エネルギー比率 50～65％


　参考）
*１　一般惣菜：和・洋・中華の惣菜、煮物、焼き物、揚物、蒸し物、和え物、酢の物、サラダなど（一般社団法人日本惣菜協会　惣菜白書）
　*２　主食・主菜・副菜の区分と使用する主な食品
	区分
	使用する主な食品と栄養素等の特性
	役割

	主食
	ご飯・パン・めん類で構成され、主に炭水化物の供給源となるもの
	主に体を動かすもとになる

	主菜
	肉・魚・卵・大豆製品で構成され、主にたんぱく質の供給源となるもの
	主に体をつくるもとになる

	副菜
	野菜・きのこ・海藻・いもで構成され、主にビタミン・ミネラルの供給源となるもの
	主に体の調子を整える


*３　基準は「スマートミール」を参考に設定
（２）対象商品が「からだがよろこぶデリ」と分かるようマーク等を掲示すること。
６　登録手続等について
　（窓口及び提出書類は、別記「手続に関する一覧」を参照のこと）

（１）対象施設の手続に関する窓口

　　　県に提出する書類は、対象施設の所在地を管轄する地域振興局健康福祉（環境）部を経由し、福祉保健部健康づくり支援課へ提出するものとする。
　　　なお、全国展開のコンビニエンスストア及び新潟市に所在地を有する対象施設は、福祉保健部健康づくり支援課へ直接提出するものとする。

（２）登録申込み・登録証の交付
　　ア　登録を希望する対象施設は、様式１又は様式２を提出するものとする。
　　イ　県内で多数店舗を展開する者は、原則、本社が一括して申込みをする。その場合、変更等の手続も本社が行うものとする。

　　ウ　県は、対象施設からの申込みについて、その内容を確認し、適当と認められる場合には、けんこうtime推進店登録証及び推進店サポーター登録証（様式３）を交付する。
（３）取組状況の報告
　　ア　推進店及び推進店サポーターは、翌年度の４月末日までに様式４により取組状況等を県に報告するものとする。
　　イ　県は、取組の実施の確認に参考となる資料の提出を求めることができる。
　　ウ　様式４の提出をもって、登録継続とする。
（４）登録内容の変更
　　ア　推進店及び推進店サポーターは、店舗の名称、所在地及び対象商品に変更があったときは、変更届（様式５）に関係書類を添えて提出するものとする。なお、商品の追加がある場合も様式５を提出する。
　　イ　本社が一括して申込みをした場合は、新規店舗の申込みも本社が窓口となり登録申込書（様式１）に関係書類を添えて提出するものとする。
（５）登録の辞退
　　　推進店及び推進店サポーターは、登録を辞退することができるものとする。
　　　登録辞退を届け出ようとする者は、登録辞退届（様式６）に登録証を添えて届け出るものとする。

（６）登録の取消
　　　県は、推進店及び推進店サポーターとしてふさわしくないと判断したときは、登録を取り消すことができるものとする。
　　　なお、登録の取消を受けた者は、速やかに登録証を県に返却するものとする。

７　普及啓発
　　健康づくり支援課及び地域振興局健康福祉（環境）部は、推進店及び推進店サポーターが行う健康づくりに関する取組について、ホームページ等で紹介するとともに、からだがよろこぶデリの活用を県民に働きかけるなど、県民への周知と取組の活用を図る。
８　対象施設、推進店及び推進店サポーターへの支援
  　健康づくり支援課及び地域振興局健康福祉（環境）部は、次の事項を実施するものとする。
（１）対象施設への登録促進
（２）健康に配慮した商品の開発や健康づくりに関する普及啓発の進め方についての支援
（３）推進店及び推進店サポーターからの各種相談を受けるとともに計画的に巡回や意見交換を行うなど、取組へのアドバイスの実施
（４）推進店及び推進店サポーターへの健康づくりの推進に関連する情報提供

９　事業計画及び報告
（１）事業の計画
　　　地域振興局健康福祉（環境）部長は、様式７により事業実施計画を毎年５月末までに健康づくり支援課長あて提出する。
（２）事業の報告
　　　地域振興局健康福祉（環境）部長は、様式８により事業実施状況を事業終了後速やかに健康づくり支援課長あて報告する。
附　則
１　この要領は、令和２年９月４日から施行する。
２　この要領施行の際、現に「けんこうtime推進店」及び「けんこうtime推進店サポーター」に登録のスーパーマーケット及び惣菜卸売業者は、この要領により登録を受けている店とみなす。
附　則
　　この要領は、令和３年９月14日から施行する。
附　則
　　この要領は、令和４年４月１日から施行する。
附　則
　　この要領は、令和５年８月１日から施行する。
附　則
　　この要領は、令和６年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、令和７年４月１日から施行する。
